
１．卒業時到達目標の指標（卒業認定・専門士授与に関する方針） 

 

 本校では、教育計画の「卒業時に期待する学生像」の達成度を評価し、学則第 21 条に則

り運営会議を経て卒業を認定し、専門士の称号を授与する。 

 

＜ 卒業時に期待する学生像 ＞ 

 １）自分を大切にし、他人を思いやる心を持ち、よい人間関係を築くことができる。 

 ２）看護専門職として、倫理的態度がとれる。 

 ３）人間は、身体的・精神的・社会的側面を持つ複雑な統合体であることが理解できる。 

 ４）看護の対象は生活している人間であり、よりよく生きようとする存在であることが理

解できる。 

 ５）科学的根拠に基づいた看護の実践に必要な基本的知識・技術を持ち、臨床判断能力を

身につけることができる。 

 ６）あらゆる健康レベルにある対象の、健康の状態やその変化に応じた看護を実践する基

礎的な能力を身につけることができる。 

 ７）保健・医療・福祉システムにおける看護の役割及び他職種の役割を理解し、多職種と

連携・協働しながら多様な場で生活する人々へ看護を提供する基礎的能力を身につけ

ることができる。 

 ８）看護専門職として探究心と向上心を持ち、自ら学び続ける姿勢を身につけることがで

きる。 

 

＜ 卒業認定・専門士授与 ＞ 

 （卒業の認定） 

第 21 条 学院長は、所定の授業科目を履修し単位を取得した者について、運営会議の議を

経て卒業を認定する。 

② 前項の場合において、欠席日数が出席すべき日数の 3 分の１を超える者は、卒業を認

めることができない。 

（卒業証書） 

第 22 条 卒業を認定された者に対し卒業証書を授与し、文部科学大臣による告示（平成 6

年文部省告示第 84 号）により専門士（医療専門課程）と称することを認める。 

 

 

 

 

 

 



２．進級の認定  

 

進級は、講義、実習等に必要な時間の修得状況と当該科目の評価について、 

学則第 9 条に則り、運営会議で「出席時間数が授業時間数の３分の２に達してい

る」「授業科目の評価がＣ以上である」ことにより学院長が単位の認定を決定して

いる。 

 

３．成績評価の指標 

 

授業科目の評価は、学則第 9条及び 10条に則り履修内規 8条に規定している。 

 

＜ 授業科目の評価 ＞     

１）評価は授業時間数の３分の２以上を出席した者に対して行う。 

２）評価の方法は、原則として筆記試験とするが必要に応じて口頭、レポート、実技等に

より行う。 

３）授業科目の評価は、S,A,B,C を合格とする。D は不合格とする。 

  

 

 

 

 

 

＜客観的な指標＞ 

授業科目の評価は授業時間数の３分の２以上を出席した者に対して、終了した授業

科目について随時行い、100 点満点で点数化し S（90 点以上）Ａ(80 から 89)、B(70 か

ら 79 点)、Ｃ(60 から 69 点)、及びＤ(60 点未満)の 5 段階で評価している。 

成績の指標については、GPA の考え方を導入していく。 

GPA の算出方法は次の通りである。 

 

・授業科目の評価 S は 4 ポイント 

・授業科目の評価 A は 3 ポイント 

・授業科目の評価 B は 2 ポイント 

・授業科目の評価 C は 1 ポイント 

・授業科目の評価 D は 0 ポイント 

 

 ＊ポイントの合計を履修科目数で除した平均値を算出し、成績評価の指標とする。 

S (90 点以上) 

A (80 から 89 点) 

B (70 から 79 点) 

C (60 から 69 点) 

D (60 点未満) 


